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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

前文 

平成７年に制定された地方分権推進法は、その後、いわゆる地 

方分権一括法や地方分権改革推進法の法整備を経て、今日に至っ

ている。 

こうした中、地方議会の果たすべき役割及び責務の重要性が増

大している。 

本県議会においても、その動きに呼応し、今日まで政治倫理や

政務調査費の透明化をはじめとする議会改革に取り組んできた

が、これまで以上にその役割を果たしていくため、開かれた議会

運営と政策審議の一層の活発化が求められている。 

ここに、本県議会は、議会における最高規範として、議会の基 

本理念及び役割を明らかにするとともに、議会と県民及び知事そ

の他の執行機関との関係を定めることにより、県民の負託にこた

えるべく、この条例を制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この条例は、 

(1) 本県議会における最上 

位規範として位置付け、 

 

(2) 議会の基本理念及び役

割を明らかにするとと

もに、 

 

(3) 議会と県民及び知事そ

の他の執行機関との関

係を定めることにより、 

 

県民の負託にこたえよ

うとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方分権推進法の成立は、平成７年５月  

 地方分権一括法の成立は、平成１１年７月 

地方分権改革推進法の成立は、平成１８年１２月 

 

 

 

 

 

［参考］本県の議会改革の状況（主なもの） 

検討項目 検討内容 検討結果 施行予定等 

・県議会議員の定数

等について 

 

 

・議員定数及び選

挙区の見直し 

・次回の一般選挙から、 

①議員定数を現状から３人減の４３人とする。 

②金沢市、七尾市及び鳳珠郡選挙区を各々１減と

する。 

③白山市及び石川郡選挙区を新たに設ける。（松

任市石川郡西部選挙区及び石川郡東南部選挙区

を廃止） 

・次回の一般選挙

（H23 年度）か

ら実施、 

 

 

・政治倫理要綱の見

直しについて 

 

 

・政治倫理要綱及

び同運用規程の改

定 

（改定の柱）  

①議員の責任の明文化 

②議員の国、地方公共団体等への働きかけの禁止 

③倫理要綱に違反した場合の措置内容の明確化 

④議員の役員就任規制の強化 

⑤審査会の常設化 

・H21.3.19 から

施行 

・政務調査費の透明

化について 

 

 

 

 

 

・交付先 

・領収書添付の金

額 

・実施時期等 

・使途基準マニュ

アルの作成時期 

・適用時期等の検

討 

・交付先は、会派及び議員とし、交付割合等につい

ては、各会派が選択 

・収支報告書に領収書（写）又はこれに代わる支出

証拠書類を添付 

・使途基準マニュアル等については、小委員会を設

置し検討・作成 

・政務調査費の交付に関する条例等の改正 

・条例は H21.3

月に可決、 

H21.4.1 から施

行 
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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、二元代表制の下、議会が県の意思決定を担

う議事機関としての責任を自覚し、その基本理念、活動原則等

を定め、合議制の機関である議会の役割を明らかにするととも

に、議会に関する基本的な事項を定めることにより、県民の負

託に的確にこたえ、もって県民の福祉の向上及び県勢の発展に

寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１章「総則」では、第

１条で本条例の「目的」を

明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二元代表制のもとでの適正、公正、効率的な県政運営の確保 

知 

事
（
独
任
制
の
機
関
） 

憲法や地方自治法

などで認められた権

限を最大限に発揮 

石川県として最良の意思決定を導く共通の

使命が果せられている。（対等・協力の関係） 

１．両機関の政治的対等性 

  （それぞれが県民から直接負託されている） 

２．機関競争主義の原則 

  （各々の特性を生かして競争・協力する緊張関係） 

３．議会の争点形成・公開機能 

   議会の場において、県政の課題に関する論点・争点 

がひろく形成・公開される 

４．議会の意思決定機能 

  （議会の議決による自治体の最終的な意思決定） 

議 

会
（
多
人
数
に
よ
る
合
議
制
の
機
関
） 
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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

第２章 基本理念 

 

（議会及び議員の役割と活動） 

第２条 議会は、その役割を適切に果たすことができるよう、議

会の自主性及び自立性を高め、その権能を最大限に発揮するこ

とにより、地方自治の確立に取り組むものとする。 

２ 議会の構成員たる議員は、選挙により選ばれた県民の代表者

として、その負託と信頼に全力でこたえる責務があり、議会活

動を通じて、広く県政全般の課題及びこれらに対する県民の意

思を的確に把握し、県政に反映させるよう取り組むものとす

る。 

 

（議会と執行機関との関係） 

第３条 議会は、二元代表制の下、知事との立場及び権能の違い

を踏まえ、対等かつ緊張ある関係を保持しながら、知事その他

の執行機関（以下「知事等」という。）の事務の執行の監視及

び評価並びに政策立案及び政策提言を通じて、県勢の発展を促

すものとする。 

 

（開かれた議会の推進） 

第４条 議会は、その活動に関する情報公開を推進し、議会の意 

思決定過程の透明性の向上を図るとともに、常に県民に開かれ

た議会運営を行うものとする。 

 

（議員の政治倫理）                                                                        

第５条 議会活動の基本となる議員の政治倫理の確立は、県民の

議会に対する信頼を確立するための根幹であり、議員は、県民

の負託にこたえるため、その責務を果たすとともに、規範を遵

守しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

第２章「基本理念」では、 

右のとおり４つの柱を条

建て 

また、第３章以下の章建

てにあたっては、わかりや

すい条例づくりの観点か

ら、各基本理念に対応する

形で整理 

 第２条は、議会及び議員

の役割と活動を明記 

 

 

 

議会と執行機関との関

係を明記 

 

 

 

 

 

 開かれた議会の推進を

明記 

 

 

 議員の政治倫理につい

て明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［第３条分］ 

二元代表制の下では、知事と議会は、対等かつ緊張ある関係 

議会の重要な役割として、「監視及び評価」に加え、「政策立案及び政策提言」を明記 

 

 「政策立案」とは、主に「議員提案による条例の制定」や「議案の修正」をいい、「政策提言」と

は、主に「決議等による（知事等に対する）議会の意思表明」をいう。（関連：第６条（２）） 

 

 議会の自主性及び

自立性を高め、地方自

治の確立に取り組む。 

 また、議員は、議会

活動を通じて、県民の

意思を的確に把握し、

県政に反映させるよ

う取り組む。 

 

 

 二元代表制の下、

知事等の事務の執

行の監視及び評価

並びに政策立案及

び政策提言を通じ

て、県勢の発展を促

す。 

 議会は、情報公

開を推進し、意思

決定過程の透明性

の向上を図るとと

もに、県民に開か

れた議会運営を行

う。 

 議員の政治倫理

の確立は、県民の

信頼を確立するた

めの根幹であり、

議員は、県民の負

託にこたえるた

め、規範を遵守し

なければならな

い。 

この条例をわかりやすいものとするため、４つの基本理念に対応する形で 

  章建て（第３章～６章）を行い、今後の取り組みについて整理している。 

基本理念１ 基本理念２ 基本理念３ 基本理念４ 

議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員のののの

役割役割役割役割とととと活動活動活動活動    

議会議会議会議会とととと執行機関執行機関執行機関執行機関

とのとのとのとの関係関係関係関係    

開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会のののの    

推進推進推進推進 

    

第２条 第３条 第４条 第５条 

議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理    
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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

第３章 議会及び議員の役割と活動 

 

（議会の役割） 

第６条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。 

（１）議事機関として、議決により、県の意思決定を行うこと。 

 

 

（２）議員提案による条例の制定、議案の修正、決議等を通じ 

て、政策立案及び政策提言を行うこと。 

（３）意見書等により、関係機関に対し意見表明を行うこと。 

（４）知事等の行財政の運営状況を監視し、その結果を評価す 

ること。 

（５）議会活動の透明性を確保するとともに、議会の会議、委 

員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を 

行うための場（以下「会議等」という。）の設置目的を達成 

するため、議員相互間の討議を活発化させること。 

（６）議会活動で明らかとなった県政の課題及び審議、審査等 

の内容について、県民に公表すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議会の役割を６項目に

整理。 

特に（５）で、議員相互

間の討議の活発化を明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法第９３条第１項に「地方公共団体には、法律に定めるところにより、その議事機関として議会 

を設置する」と規定されていることから、議会は、憲法に定められた地方公共団体の機関である。 

 

主に「議員提案による条例の制定」や「議案の修正」を「政策立案」とし、「決議等の（知事等に対

する）議会の意思表明」を「政策提言」とする。 

 

 

 

議会が、その活動の状況を公に示すことにより、より公正な運営を確保する。 

  また、会議等の設置目的を達成し、県民の意思をより適切に政策の決定に反映させるためには、議 

員同士が議論を尽くし、議会全体としての合意を形成することが重要であることから、「議員相互間の 

討議の活発化」を明記することとした。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 会 の 役 割 

（ ６ 項 目 ） 

議事機関として、

議決により、県の意

思決定を行うこと 

議員提案による条例の制定等

を通じて、政策立案等を行うこ

と 

意見書等により、関係機関

に対し意見表明を行うこと 

知事等の行財政の運

営状況を監視し、その結

果を評価すること 

議会活動の透明性を確

保するとともに、会議等の

設置目的を達成するため、

議員相互間の討議を活発

化させること 

議会活動で明らかとなった県政

の課題及び審議、審査等の内容に

ついて、県民に公表すること 
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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

（議長の役割） 

第７条 議長は、この条例に基づき、議会の機能と権限の強化に 

向け、先導的な役割を果たすよう努めるものとする。 

２ 議長は、会議に付議すべき案件が生じたと判断した際には、 

議会運営委員会の議決を経て、知事に対し、臨時会の招集を請 

求することができる。 

 

（議員の役割） 

第８条 議員は、次に掲げる役割を担うものとする。 

（１）会議等で審議、審査等を行い、必要に応じて、議案を提

出すること。 

（２）会議等における審議、審査等不断の議会活動に資するた

め、知事等に資料の提出又は説明を求めるほか、国内外を

問わず、必要な調査研究を行うこと。 

（３）県民の意思を県政に反映させるため、県政について、県

民の意見を聴き、及び県民に説明すること。 

 

（会派） 

第９条 議員は、議会活動を円滑に実施するため、会派を結成す

ることができる。 

２ 会派は、議会内の自立的な団体として、議員の活動を支援し、

及び会派の会議を主催するほか、調査研究、政策提言、予算要

望、広報活動等の実施主体となることができる。 

３ 議会は、必要と認めるときは、会派間の協議の場を設けるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長の役割を明記 

 

 議長の臨時会招集請求 

権を明記 

 

 

 

 議員の役割を以下の３

項目に整理 

① 審議・審査や議案の提

出  

② 調査研究活動 

 

③ 民意の反映 

 

 

 

議員活動の円滑化のた

め、会派を結成できる旨を

明記 

 

 

 

第７条第１項は、議会の代表者である議長の役割について明記している。 

 

平成１９年４月１日に施行された地方自治法第１０１条の改正により、臨時会の招集請求権が、議

員の定数の４分の１以上の者の請求だけではなく、議長にも付与されたことを受け明記。この議会基

本条例制定を契機として、議員提案による条例制定など、議長の裁量に基づくより迅速な議会運営が

期待される。 

（参考）改正前の地方自治法第１０１条第１項 

議員の定数の４分の１以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して 

臨時会の招集を請求することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会は多人数による合議制の機関であり、合意されなければ多数決により決することとなるが、多 

様な県民の意思をできる限り反映するため、会派間の討議及び調整のための協議の場を設けること 

ができる旨を規定した。 

 

 



 6

石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

（議会改革及び機能強化） 

第 10 条 議会は、継続的な議会改革を推進するため、議員で構

成する検討組織を設置することができる。 

 

 

２ 議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、学識

経験を有する者等で構成する調査、諮問等のための機関を設置

することができる。 

 

３ 議会は、県民参加の機会の充実を図るため、委員会における

公聴会及び参考人の制度の積極的な活用に努めるものとする。 

４ 議長は、議会の政策立案機能を向上させ、議会活動を円滑か

つ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の

整備に努めるものとする。 

５ 議長は、議会事務局職員の任免を行うとともに、専門的な知

識経験を有する職員の任用及び職員の専門的能力の養成に努

めるものとする。 

６ 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室

を適正に管理し、及び運営するとともに、その機能の充実に努

めるものとする。 

 

 

 議会改革及び機能強化

について以下の６項目を

明記 

① 議会改革推進を図る

検討組織の設置 

② 調査、諮問機関の設置 

 

 

 

③ 公聴会及び参考人制

度の活用 

④ 事務局機能の強化及

び組織体制の整備 

 

⑤ 専門的知識を有する

職員の配置及び専門的

能力の養成 

⑥ 図書室機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 第 10条は、議会がその役割を果たすためには、常にその機能を高め、充実させるための改革や機能

の強化を図ることが必要であるとの考えから設けた規定である。 

・１項は、議会改革の推進に関する事項について調査審議するための機関として、議員で構成する検

討組織を設置できることを定めている。 

 

・２項は、平成１８年の地方自治法の改正により、議会の活動として、議案の審査及び当該地方公共

団体の事務の調査に関し専門的な知見の活用が必要となった場合に、議会が学識経験者等に専門的事

項に係る調査をさせることが可能となったことを受け、県政の課題に関する調査等のため必要がある

と認めるときは、調査、諮問等のための機関を設置することができることを定めている。 

・３項は、本県議会では、地方自治法第１０９条に規定する公聴会及び参考人制度の活動実績が少な

いが、今後、県民参加の充実を図る意味でも、これらの制度の積極的活用を規定するものである。 

・４項及び５項は、議会の政策立案機能の強化と議会活動の円滑かつ効率的な実施に資するため、議 

会や議員をサポートする議会事務局の体制の整備に努めることを定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会の機能強化について（イメージ） 

 

議 

会 

議会図書室の機能充実 

議会事務局職員の任

用・専門的能力の養成 

 

議会事務局の機能強

化、組織体制の整備 

外部有識者で構成す

る、調査・諮問等のた

めの機関が設置可能 
公聴会及び参考人制度

の積極的活用 

継続的な議会改革

推進検討組織の設

置が可能 
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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

（政策調査会等の設置） 

第 11 条 議会は、県政の課題に関する調査等のために、議員で

構成する政策調査会等を設置することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（広域交流及び連携の推進） 

第 12 条 議会は、他の地方公共団体の議会との広域交流及び連

携を通じて、単独又は共同で、地方分権の時代にふさわしい政

策提案等、議会活動の活性化に向けた取組を強化するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県政の課題に関する調

査、研究、討議を充実させ

るための組織を設置でき

る旨を明記 

 

 

 

 

 

 

海外を含む他の自治体

の議会との交流・連携の強

化を明記 

 

 

 

 第 11条は、知事等と独立かつ対等・協力の関係を構築していくためには、議会全体としての合意形 

成を図ることが重要であるとの観点に基づくものであり、これまで以上の議員相互間及び会派間の自 

由な政策提言を目指すための勉強会として位置付けるものである。 

   

「政策調査会等」は、以下の内容を機能させることを目的とする。 

   a 政策立案や政策提言のための、調査・研究 

b 外部の有識者との意見交換 

c 県民を対象とした意見聴取、事前説明、パブリックコメント等の実施 

   など 

 

 第 12条は、議会改革を効果的に推進するため、中部圏や北陸圏など、他の広域団体や地方公共団体

に加え、海外の地方公共団体の議会との連携・交流を図っていくことを規定している。 

 ここでの「政策提案」は、主に議員相互間の自由闊達な議論の中での様々な提案を想定している。 
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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

第４章 議会と執行機関との関係 

 

（議会への説明） 

第 13 条 知事等は、予算編成の基本方針を定め、若しくは予算

を調製したとき又は県政に係る基本計画等の重要な政策若し

くは施策について、基本方針、素案その他これらに類するもの

を作成し、若しくは変更したときは、議会にその内容を説明す

るよう努めるものとする。 

 

（議会活動の尊重） 

第 14 条 知事等は、予算の調製又は県政に係る基本計画等の重

要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、議会

からの政策提言等の趣旨を尊重するものとする。 

 

（知事等の質問等） 

第 15 条 知事等は、本会議又は委員会における議員の質疑又は

質問に対して、議長又は委員長の許可を得て、質問し、又は意

見を述べることができる。 

 

 

 

 

 

 

  

 

予算等、県政の重要な方

針に関して、知事等が議会

にその内容を説明するよ

う努める旨を明記 

 

 

 

知事等は、議会からの政

策提言等の趣旨を尊重す

る旨を明記 

 

 

知事等の、本会議又は委

員会における質疑応答等

のあり方について明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「予算編成の基本方針」について 

  →本県では、予算の記者発表前に、各会派に対し、その概要を説明している。 

「県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策」及び「その他これらに類するもの」について 

  →既に制定済の「石川県の行政全般に係る基本的かつ総合的な計画を議会の議決事件として定め 

る条例」の運用を基本とし、その他県政に関わる個別ビジョンやアクションプログラム等につい 

ては、内容の緊急度・重要度に鑑み、個別に検討する。 

 

 

 

 

 

 

第 15条は、知事等との議論をさらに深め、質問や答弁の内容の充実を図ることを明記 
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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要  約 解   説 

 

第５章 開かれた議会の推進 

 

（県民への説明等） 

第 16 条 議会は、その諸活動を積極的に県民に対し説明するよ

う努めるものとする。 

２ 議会は、議会に対する県民の意見の把握及び多様な媒体を用

いた県民への情報提供に努めるものとする。 

 

（委員会の公開） 

第 17 条 委員会は、原則として公開する。 

 

 

 

（議会の情報公開の推進） 

第 18 条 議会は、石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例

第４６号）との整合を図りつつ、議会活動に関する資料を原則

として公開し、本会議及び委員会に関する資料については、議

会図書室において県民が閲覧できるようにしなければならな

い。 

２ 議会は、その保有する情報の提供に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会は、県民に対し、諸

活動を説明するよう努め

ること及び情報提供に努

める旨を明記 

 

 

 委員会の原則公開を明

記 

 

 

議会の情報公開推進を

明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 現在、石川県議会委員会条例第 15 条では、「委員会は、議員の外委員長の許可を得た者が傍聴する

ことができる。」となっているが、「開かれた議会の推進」という基本理念に沿って、委員会を原則公

開するものである。 
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石 川 県 議 会 基 本 条 例 解 説 

条  文 要 約 等 解   説 

 

第６章 議員の政治倫理 

 

第 19 条 議員は、県民の負託にこたえるため、県民の代表とし

て、良心と責任感を持って、常に倫理及び品位の保持に努めな

ければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、議員の政治倫理に関しては、別に

定めるところによる。 

 

第７章 補則 

 

（他の条例との関係） 

第 20条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例

であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合

においては、この条例との整合を図るものとする。 

 

（条例の見直し） 

第 21条 議会は、社会情勢の変化、県民の意見等を踏まえ、必

要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議員の政治倫理につい

て明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参考］ 

 石川県議会議員政治倫理要綱（平成２１年３月１９日議決） 

 石川県議会議員政治倫理要綱運用規程（平成２１年３月１９日施行） 

 

 

 


